
Ⅱ．事業評価個表

を記載すること。

（２）  番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。

（３）　交付金事業の成果目標の欄は、電源用施設周辺地域整備法第１条に規定する同法の目的の趣旨を踏まえて具体的に記載すること。

（４）　交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。

（５）  交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。

（６）  交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

（７）  成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、 第三者機関等の名称及び構成員等

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

特になし

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 特に予定なし

　（備考） （１）  事業ごとに作成すること。 

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

予防接種業務の委託 随意契約（特命） 那珂医師会及び村内外契約医療機関 24,354,850円　

交付金事業の成果目標

インフルエンザ予防接種の推進は，住民が参画して策定した第二次東海村健康づくり推進計画「すこやかチャレンジプラン」
（平成２３年策定）における，疾病対策推進の具体的な行動（「感染症予防としての各種予防接種の推進」）として掲げられ
ており,インフルエンザへの感染予防および重症化を防ぐために,予防接種の積極的接種を促すことは,行政の役割であるため,
本事業の実施は不可欠です。したがって，住民の経済的負担を軽減することにより，積極的な接種に結びつけ,接種率約70％以
上を維持し，感染症を予防することで，村民の福祉向上を図ります。

交付金事業の成果指標 接種率70％を維持します。

交付金事業の成果及び評価

住民の経済的負担を軽減することができ,積極的な接種促進により,接種率約71％（1歳以上16歳未満…70.9％（低所得者を除
く）,低所得者…71.1％）を維持し，インフルエンザ感染の予防及び軽減化につなげることができました。本事業は，平成29年
度も実施し，引続き積極的な接種を促し，感染症の予防及び軽減化につなげてまいります。
※接種率は平成28年度末の実績

総事業費 24,354,850

交付金充当額 20,000,000

うち文部科学省分 0

うち経済産業省分 20,000,000

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 茨城県東海村

交付金事業実施場所 東海村大字村松地内

交付金事業の概要

村（東海村保健センター）で実施している，インフルエンザ予防接種の助成
（対象：１歳以上１６歳未満(中学生まで）の方，１６歳以上６５歳未満の低所得の方）
【1人当たり助成額】
　1歳以上3歳未満：3,700円
　3歳以上16歳未満（中学生まで）：3,100円
　低所得者（1歳以上3歳未満）：4,700円
　低所得者（3歳以上16歳未満（中学生まで））：4,100円
　低所得者（16歳以上65歳未満）：4,300円

番号 措置名 交付金事業の名称

福祉対策措置 予防接種事業


